
実
践
講
座 

第
十
九
回
目
『
郡
中
制
法
④
』  

 
 
 
 
(

當
麻
家
文
書
D2

―
５) 

 

一
角
力
芝
居
狂
言
等
私
に 

 
 

興
行
す
へ
か
ら
す
、
願
出
可
レ 

 
 

請
ニ

免
許
一

事 

一
兼
而
免
許
無
レ

之
場
処
に
て 

 
 

遊
女
芸
妓
等
不
レ

可
二

抱
置
一

事 

 
 
 
 

付 

百
姓
之
妻
娘
共
三
味 

 
 
 
 
 
 
 

線
舞
曲
等
之
遊 

 
 
 
 
 
 
 

芸
を
専
と
し
遊
客 

 
 
 
 
 
 
 

酒
宴
之
席
に
立
交
り 

 
 
 
 
 
 
 

芸
者
遊
女
等
之 

 
 
 
 
 
 
 

見
習
ひ
す
る
事
堅
く 

 
 
 
 
 
 
 

可
二

相
誡
一

事 

一
身
分
に
応
せ
さ
る
饗
応 

 
 

事
・
僭
上
・
驕
奢
之
風
儀 

 
 

相
誡
る
所
な
り
、
聟
取
嫁
取 

 
 

養
子
取
組
出
産
年
賀 

 
 

葬
祭
等
之
儀
花
美 

 
 

虚
飾
を
省
き
実
意
を 

 
 

旨
と
す
へ
き
事 

     



［
読
み
下
し
］ 

一
ひ
と
つ 

角
力

す

も

う

芝
居
狂
言
等
私

ひ
そ
か

に 

 
 
 

興
行
す
べ
か
ら
ず
、
願
い
出 い

で 

 
 
 

免
許
請
く
べ
き
事 

一 

兼
而

か

ね

て

免
許
こ
れ
無
き
場
所
に
て 

 
 
 

遊
女
・
芸
妓
等
抱
え
置
く
べ
か
ら
ざ
る
事 

 
 
 
 
 

付
つ
け
た
り 

百
姓
の
妻
娘
共
三
味 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

線
・
舞
曲
等
の
遊 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

芸
を
専

も
っ
ぱ

ら
と
し
遊
客 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

酒
宴
の
席
に
立
交
り 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

芸
者
・
遊
女
等
の 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

見
習
い
す
る
事
堅
く 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

相
誡

い
ま
し

む
べ
き
事 

一
身
分
に
応
ぜ
ざ
る
饗
応 

 
 

事
・
僭
上

せ
ん
し
ょ
う

・
驕
奢

き
ょ
う
し
ゃ

の
風
儀 

 
 

相
誡
む
る
所
な
り
、
聟
取
・
嫁
取 

 
 

養
子
取
組
・
出
産
・
年
賀 

 
 

葬
祭
等
之
儀
花

（
華
）

美 

 
 

虚
飾
を
省
き
実
意
を 

 
 

旨
と
す
べ
き
事 

 



 
［
解
説
］ 

 

今
回
は
風
俗
に
関
す
る
内
容
で
す
。
角
力
・
芝
居
・
狂
言
な
ど
の
興
行
、
遊
女
・

芸
妓
を
扱
う
店
の
出
店
な
ど
を
免
許
制
と
し
て
い
ま
す
。
さ
ら
に
、
縁
談
・
出

産
・
年
賀
な
ど
の
祝
事
で
あ
っ
て
も
身
分
不
相
応
の
饗
応
を
禁
じ
て
い
ま
す
。

『
郡
中
制
法
』
は
明
治
初
期
の
条
文
で
す
が
、
そ
の
内
容
は
江
戸
時
代
の
『
五
人

組
帳
前
書
』
※
１

と
何
ら
変
わ
り
が
あ
り
ま
せ
ん
。 

 

次
に
文
字
を
見
て
い
き
ま
し
ょ
う
。

「
春
(す)

・
へ
・
可
（か）

ら
須

（す）

」
と
、
漢
字
・
か
な
が
混
在
し
て
い
る
と
読
み
づ
ら
い
上
濁
点
が
あ
り
ま
せ

ん
が
、
頻
出
の
パ
タ
ー
ン
で
す
。

「
處
」
は
「
処
」
、

「
藝
」
は
「
芸
」
、

「
應
」
は
「
応
」
の
旧
字
体
で
す
。

「
遊
」
は
「

」
の
よ
う
に
記
す
の

が
く
ず
し
字
の
特
徴
で
す
。
し
ん
に
ょ
う

 

「
辶
」
も
特
徴
的
で
す
。
２
ペ

ー
ジ
目
最
終
行
の

「
遍
」
は
仮
名
読
み
の
「
へ
」
で
す
。
「
べ
」
と
読
む
こ
と

も
多
々
あ
り
ま
す
の
で
想
像
力
を
働
か
せ
て
解
読
し
ま
し
ょ
う
。

 

し
ん

に
ょ
う
の
パ
タ
ー
ン
も
覚
え
て
お
き
ま
し
ょ
う
。 

 

※
１ 

『
五
人
組
帳
前
書
』 

江
戸
時
代
の
庶
民
に
向
け
た
法
令
の
一
種
。
領
主
が

封
建
道
徳
、
そ
の
他
庶
民
の
日
常
生
活
の
心
得
を

詳
細
に
規
定
し
た
も
の
。 


